
青 保 第 1 3 8 4 号 

令和７年３月  31 日  

 

公益社団法人青森県獣医師会長 殿  

 

青森県健康医療福祉部長  

（  公  印  省  略  ）  

 

青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例の  

一部を改正する条例の公布について  

 

日頃より、本県の動物愛護管理行政の推進について、格別の御協力を賜り

厚くお礼申し上げます。  

青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例（令和７年３月青森県条例第 18 号）が、令和７年３月 28 日に公布されま

したのでお知らせします。  

 

記  

 

１ 改正の趣旨  

  青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例に規定するセンタ  

ーから犬又はねこを譲り受けようとする者が納入することとされている  

譲渡手数料を徴収しないこととするため、当該条例の一部を改正するもの 

である。 

 

２ 主な改正の内容  

（１）譲渡手数料の徴収を削除したこと。 

（２）題名を「青森県動物愛護センター使用料徴収条例」に改めたこと。  

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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